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2020 年 4 月 1 日 

 

 

聖カタリナ大学内部質保証に関する方針及び手続き 

 

 

 

「聖カタリナ大学 大学評価委員会規程」第３条に定めるところにより、本学の内部質保

証を推進するため次のとおり方針と手続きを定める。 

 

１．基本的な考え方 

本学は、建学の精神、教育目標を実現するため、教育及び研究、組織及び運営、ならびに

施設及び設備の状況について継続的に点検・評価し、質の保証を行うとともに、絶えず改善・

向上に取り組む。これらのことを具現化するため、５年のサイクルで策定する「聖カタリナ

大学グランドデザイン」及び「聖カタリナ大学 中・長期経営計画」に基づき、毎年度、全

学レベルでＰＤＣＡサイクルに基づく年間計画を作成し、その達成度及び成果を検証する

ことによって改善・計画を自律的・継続的に機能させる内部質保証体制を推進する。 

 

２．内部質保証の体制  

１）内部質保証の推進組織 

内部質保証の推進は、学長を委員長とする「聖カタリナ大学 大学評価委員会」（以下、

大学評価委員会）がその責任を負う。 

 

２）大学評価委員会の権限と役割（手続き） 

 （１）大学評価委員会は、教育の質の保証及び向上に取り組むため、全学科、各種委員会、

付設研究所等に対して前学期開始時に「前期学部年間計画」、後学期開始時に「後期 

学部年間計画」の提出を求める。大学評価委員会は、提出された年間計画を精査し、

必要に応じて勧告を行う。 

（２）学校教育法第 109 条第 1 項に定められた「認証評価」の受審に際しては、大学評

価委員会が大学全体を統括し、「点検・評価報告書」の作成等の実施にあたる 。 

（３）大学評価委員会は、「認証評価」の結果を精査し、その結果に基づき全学科、各種

委員会、付設研究所等に対して必要な措置を勧告する 。 

（４）大学評価委員会は、「聖カタリナ大学 大学評価委員会規程」第８条に基づき、聖カ

タリナ大学第三者評価委員会を開催し、大学の内部質保証について助言を受ける。 

 

３）教育の企画・設計、運用、検証及び改善・改革のための指針 
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本学の教育の企画・設計、運用、検証及び改善・改革は、教学組織活動を恒常的に点検・

整備し、それらの運営にあたる教学マネジメント委員会が大学評価委員会、ＩＲ委員会及

びその他の各種委員会等と連動しながらその責任を負う。 

 

『学部年間計画』（前期・後期）の作成指示 『点検・評価報告書』の提出

『学部年間計画』（前期・後期）の提出 『点検・評価報告書』の評価結果の通知

内部質保証についての外部委員からの助言 理事会、教授会に認証評価結果の報告

社会福祉学科 国際交流委員会 キリスト教研究所

人間社会学科 カタリナ・ボランティアセンター 人間文化研究所

健康スポーツ学科 附属図書館（図書館委員会）

看護学科 社会福祉実習委員会 財務委員会

入試・募集委員会 看護実習委員会 人事委員会

教務委員会 教職課程委員会 将来計画委員会

学生生活委員会 学生相談室

就職委員会 ＦＤ委員会

広報委員会 ＳＤ委員会

聖カタリナ大学 グランドデザイン

聖カタリナ⼤学 中・⻑期経営計画

＜ＰＤＣＡサイクルに基づく学部年間計画＞

奨学制度運営委員会

聖カタリナ大学内部質保証システム
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